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（参考）医療救護業務

職種
（医師、看護師、他）

氏　　　　名 （医師のみ）診療科 経験年数

衛星携帯番号

車両種類、
ナンバー

活　動　期　間

備　　　考
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医療救護班登録票

※現時点では、がれきを避けながら救助活動、救護活動を各機関全力で行っており、危険を伴った
活動となる状況であり、現場と連絡がつかない避難所も多数ある状況です。

　よって、当分の間、被災地での自治体の支援は期待できませんので、被災地内で移動が可能な車
両（氷雪路での走行の可能性あり）での参集し、衛星携帯、活動期間の食糧、薬品、生活必需品等
を持参したいわゆる完結型の医療救護支援が原則となります。

　また、現在は、いわゆるDMATによる救命救急活動から、避難場所での一般医療の他、感染者、
食中毒予防対策や、心のケアを含めた保健医療活動が必要としております。

電話番号、メールアドレス 

担当者名

医療班体制
（職種、人数、

チーム数）

（チーム数）　　　　　　　チーム
（人数）　　　　合計　　　　　　人　　　※表の欄が足りない場合は別紙での報告でも結構で
す。

派遣団体名

参集場所：岩手県保健福祉部医療推進課 

岩手県盛岡市内丸10-1 ℡019-629-5416 

                                  FAX019-626-0837 
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（参考）医療救護業務

（別紙様式）

派遣団体名

担当者名、電話番号、メールアドレス

区分 上旬 中旬 下旬 備考

【記載例】
○

（派遣可能チーム数　１　）
○（～4/20まで）

（派遣可能チーム数　１）
× ○○病院

２３年５月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　） （派遣可能チーム数　　）

２３年６月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　） （派遣可能チーム数　　）

２３年７月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年８月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年９月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年１０月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年１１月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年１２月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２４年１月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２４年2月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２４年3月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）
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岩手県保健福祉部医療推進課　地域医療推進担当　御中（FAX０１９－６２６－０８３７）

〔回答〕・・・・医療救護班【今後の派遣可能期間（見込み）】

平成２３年　　月　　　日

活動場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　（チーム数）　　

岩手県保健福祉部医療推進課  地域医療推進担当 

岩手県盛岡市内丸10-1 ℡019-629-5416 

                                                 FAX019-626-0837 

（記載上のお願い） 

○ 長期の見込みを立てることは極めて困難だと思いますので、現時点

で把握できる範囲で結構ですが、当面、６月末までの見通しまで、できる

だけご報告をいただけると幸いです。 







医 推 号 外  

平成 23 年 3 月 22 日 

 

 記者クラブ 各位 

 

「岩手災害医療支援ネットワーク」による医療支援体制について 

 

 今般の災害に対する医療については、発災当初の救命救急医療を中心としたＤＭＡＴによる活

動から、避難所等における避難者の慢性疾患対応や健康管理といった救護医療へとニーズが移っ

てきていますが、避難所が多数で広範囲にわたるため、これに対応する医療提供体制が必要とな

っています。 

  このため、被災直後から岩手県地域防災計画に基づく医療救護班を編成する主な主体である岩

手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療局、岩手県の 6つの機関が連携体制の構築を進

め、ＤＭＡＴが撤収した 3 月 20 日に「岩手災害医療支援ネットワーク」を立ち上げ、地域と調

整を行いながら地域ごとに隙間のない継続的な災害医療の確保に向けた取組を進めていますの

で、お知らせします。 

 

１ 経過 

 (1) 3月 11日に発災した東北太平洋沖地震の被災者への医療については、発災当初は救助者へ

の救命救急医療や、入院の必要な避難患者の内陸部へのヘリ搬送などを本県及び全国から派遣

されたＤＭＡＴにより対応。 

 (2) 発災後、数日経過した時点から救急医療を主体としたＤＭＡＴから、避難者を対象とした

救護医療にニーズが移り始め、ＤＭＡＴに弾力的に救護医療にも対応いただきながら、県内の

医療救護チーム、全国支援チームと随時入れ替えを行ってきている。 

 (3) 避難所が多数で広範囲にわたるため、岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療

局、岩手県の 6つの機関が連携しながら、地域の災害医療ニーズに応えていく「岩手災害医療

支援ネットワーク」を形成し、避難所への医療チームの派遣、地域医療機関の支援などを行っ

ている。 

２ 運営体制 

(1)  構成主体：岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療局、岩手県 

(2)  上記の６機関が災害対策本部（県庁４階）に参集し、地域の要請をもとに連携調整を図り

ながら医療チームの派遣、医療機関の支援等を行う。  

３ 役割分担 

(1) 各主体の被災担当地域ごとに医療資源を集約し、同質で継続性のある医療救護を提供する

体制を構築する。 

(2) 各主体は、各自治体等と連携の上、担当地域の継続的な医療救護の提供及び担当地域内の

医療ニーズの情報をネットワーク会議に報告し、調整のうえ必要な対応を行う。 

(3)  医療救護支援のケース 

ア 巡回診療型（参集拠点から各避難所を巡回して診療） 

イ 避難所滞在型（避難住民が多く、宿泊・診療スペースがある避難所に滞在して診療） 

ウ 後方支援型（災害拠点病院等での被災者の診療）    

４ 活動状況 

  3 月 22 日現在、医療救護班約 44 チームが巡回診療、避難所滞在などの活動を展開中   

担当：保健福祉部医療推進課 

佐々木 内線：5416 
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○医療救護体制について 

 

１ 運営体制 

(1) 岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療局、岩手県 

(2) 基本的には以下の役割分担としつつ、上記の６機関が災害対策本部（県庁４階）に参集し、

連携・調整を図りながら運営する。  

団体名 主な役割 備 考 

岩手医大 派遣コーディネート、医大チーム調整、後方医療

体制の確保 

 

県医師会 各県医師会からの要請調整、医師会チームの調整  

日赤 日赤チームの調整  

国立病院機構 国立病院チームの調整  

県医療局 県立病院チームの調整、後方医療支援の確保  

岩手県 全体調整、派遣状況の管理、行政情報収集提供  

 

２ 医療救護活動 

(1) 県内参集拠点 

岩手県保健福祉部医療推進課経由→各保健所 

(2) 各圏域の参集拠点 

ア 地元市町村の指定する参集拠点 

イ 県立病院（大船渡、釜石、宮古、久慈） 

(3) 地域でのコーディネート役 

ア 各保健所（大船渡、釜石、宮古、久慈）及び市町村 

イ 各保健所が所管地域の市町村と連絡を取りながら、避難所の状況、医療救護のニーズ

を把握し、医療推進課に定期的に情報を提供する。 

ウ 医療推進課は、各保健所からの情報を元に、上記６機関会議で対応を検討し、具体的

な医療救護体制の調整や医療班の派遣地域を決定する。 

エ 派遣の要請を受けた医療班は、最初に県庁医療推進課に参集し、打合わせの後、指定

を受けた地域を管轄する保健所又は市町村に参集する。 

オ 保健所及び市町村の指示により市町村参集拠点、避難所、県立病院等において診療を

開始する。 

カ 保健所及び市町村は医療救護班の活動状況を把握し、必要に応じて医療推進課に要請

を行い、医療推進課は支援の調整を行う。 

※岩手医大、日赤、国立病院機構の担当分を除く。 

(4) 医療救護支援のケース 

ア 巡回診療型（参集拠点から各避難所を巡回して診療） 

イ 避難所滞在型（避難住民が多く、宿泊・診療スペースがある避難所に滞在して診療） 

ウ 後方支援型（災害拠点病院等での被災者の診療支援）     

３ 運用方式 

(1) １の各主体ごとに被災の大きい一定の地域をテリトリーとして医療資源を集約し、同質で継

続性のある医療救護を提供する体制とする。 

(2) 各主体は、担当地域の継続的な医療救護の提供及び担当地域内の他の医療チームとの連携を

行う 

主な被災地区 担当 備考 

大船渡地区 岩手医大、県医療局  

陸前高田地区 日赤  

釜石地区 日赤  

大槌地区 岩手医大  

山田地区 国立病院機構  

宮古・田老地区 岩手医大、県医療局  

久慈・野田地区 岩手医大、県医療局  
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岩手県災害対策本部内「医療対策班」運営要領 

                （災害医療支援ネットワーク） 

 

 岩手県災害対策本部内に、被災地における医療救護活動を統括する医療対策班（「災

害医療支援ネットワーク」）を設置し、下記により運営する。 

 

１ 設置場所 

  岩手県災害対策本部内（県庁４階） 

 

２ 構成組織 

  岩手県医師会、岩手医科大学、日本赤十字社岩手県支部、医療局、岩手県保健福

祉部（医療推進課）、その他関係者 

 

３ 活動時間 

  7：00～24：00（その他時間帯は岩手県医療推進課で対応） 

 

４ 主な活動内容 

 (1) 被災各地域における医療ニーズ、医療救護班派遣拠点等の情報把握 

 (2) 全国からの医療救護班派遣協力申出に関する全体調整 

  （基本的な役割分担） 

   ・ 岩手県医師会…医師会関係、個人による協力申出 

・ 岩手医科大学…大学病院関係 

・ 日本赤十字社岩手県支部…日赤救護班関係 

・ 岩手県保健福祉部医療推進課…上記以外 

 (3) 医療救護班の派遣に関する全体調整（上記(2)の役割分担に基づき実施） 

 (4) 医療救護班の活動状況等の情報把握に関する統括（上記(2)の役割分担に基づき

実施） 

 (5) 派遣中の医療救護班に対する各種情報提供 

 (6) 被災地域からの緊急搬送要請への対応、そのための消防、自衛隊等関係機関と

の密接な協力 

 (7) その他被災各地域における医療活動に関すること 

 

５ 活動期間 

  別途定める 
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■拠点救護所 設置箇所                           〔H23.5.2現在〕                                                         

NO 地域区分 拠点箇所（案）    主配置機関（予定） 備 考  

1 陸前高田市 

 

高田第一中学校 日赤  

2 長部地区コミュニティセンター 北海道大、浜松市  

3 米崎コミュニティセンター 医療局、三重大、秋田大、 

東京都、医師会 

 

4 東部地区ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽセンター 千葉県、鳥羽医院  

5 竹駒地区（滝の里会館） 医師会（聖マリア病院） 下矢作地区（巡回） 

6 二又地区 国保二又診療所  

7 広田地区（広田小学校） 国保広田診療所  

8 大船渡市 大船渡地区公民館 自治医科大学  

9 リアスホール 盛岡医療生協  

10 花菱縫製 国保越喜来診療所  

 末崎ふるさとセンター （自治医科大学） 巡回 

 赤崎・蛸浦地区 （盛岡医療生協） 巡回 

11 綾里地区 国保綾里診療所  

12 吉浜地区 国保吉浜診療所  

13 釜石市 

 

鈴子広場救護所 日赤  

14 旧釜石第一中 日赤  

15 栗林小学校 自衛隊  

16 大槌町 

 

中央公民館（城山） 医師会  

17 大槌高校 医師会  

18 寺野体育館 医師会  

19 上町ふれあいセンター（大槌病院） 医療局 仮設診療所 

 安渡小学校 （自衛隊） 巡回 

 吉里吉里地区 （大阪府立病院機構） 巡回 

20 山田町 

 

山田町保健センター 医師会  

21 旧山田病院 医療局、近藤医院  

 大沢地区（大沢小学校）  巡回 

22 織笠地区（山田高校） 日赤  

23 舟越・大浦地区（青少年の家） 日赤  

 豊間根地区  巡回 

24 宮古市 

 

田老地区（グリーンピア） 地域医療チーム(国保田老診療所他)  

25 磯鶏地区 青森県  

26 崎山地区 札幌医大  

27 重茂地区 静岡県  

 





避難所におけるインフルエンザ，ノロなどの感染対策の暫定方針 

 

１．現場救護班は，診断名ではなく，重傷度に基づいて入院適応を判断し，入院要請する． 

２．入院は，要請を受けた後方病院の判断を尊重し，新型インフルエンザと同様，高度脱水，肺炎，

脳炎などを入院適応とする． 

３．入院適応の判断とは別に，真性のノロあるいはインフルエンザは．各避難所で診断キットを用い

て分離し，隔離する． 

４．避難所では，隔離室を設ける． 

５．現場の隔離室は保健室などとし，不足の場合は予防投与クラスターごとに他の避難者と２ｍ以上

離すか，段ボールなどで区分する． 

６．隔離期間は．24時間の無熱（目安 37℃未満）確認後，３日目までとし，従前の場所に復帰とする．

（＊足かけ４日，タミフル５日分処方とすると，ほぼ飲みきりで復帰となる．） 

７．半径２ｍ以内で常時接していた人に，タミフル予防投与を行う． 

８．100名以上が避難している施設では，面会等のアクセスを制限を指導する． 

９．ワクチンは自衛隊員など，近接して行動する集団以外は接種作業のための医師確保を考えると現

実的ではなく，副反応のリスクを考えると現時点では推奨されない． 

１０． インフルエンザ診断キットをインデックスケース（クラスター中の初発例または典型例）に

施行する． 

１１． ノロのキットは岩手医科大学感染対策室に保管しており，配備されていない診療拠点に順次

提供可能である．現場救護班は岩手災害医療支援ネットワーク本部に必要数を要求する． 

また，タミフルについては現地の保健所も保管しており，使用可能である． 

 

 

 

避難所サーベイランス（抜粋） 

 
● 6月 1日の概要 

   ‐ 25施設から報告（陸前高田 5、大船渡市 6、釜石 4、大槌 4、山田 4、宮古 2） 

    ‐ 避難者数 2879名（うち 5歳未満 74名） 

   ・急性呼吸器症候群 28名 

     ＊高田第一中学校 25名、長部症・コミセン・長部保育園 2名、城山体育館 1名 

   ・急性胃腸症候群 8名 

     ＊高田第一中学校 7名、釜石観光センター1名 

   ・急性発疹・粘膜・出血症候群なし 

   ・急性神経・筋症候群 1名（昨日に続いて高田第一中学校からもう一例か） 

   ・インフルエンザ様疾患 1名（サンビレッジ高田） 

 

● 5月 31日の概要 

 ‐ 19施設から報告（陸前高田 6、大船渡市 6、釜石 1、大槌 4、山田 6、宮古 0） 

   ‐ 避難者数 2872名（うち 5歳未満 42名） 

・急性呼吸器症候群 40名 

＊高田第一中学校 25名→23名（2名がインフルエンザＢと判明したため）、安渡小学校

7名、長部症・コミセン・長部保育園 4名、広田小学校 2名など 

・急性胃腸症候群 11名 

  ＊高田第一中学校 7名、寺野弓道場 3名 

・急性神経・筋症候群 1名（高田第一中学校）→医療機関に搬送、検査中 

・インフルエンザ様疾患 1名→3名（安渡小学校 1名、高田第一中学校 2名） 

  ＊高田第一中学校の→修正情報は、ＩＣＡＴメンバーが現地で支援活動中の日赤のメンバ

ーへの聞き取り調査に基づくものです。  
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（平成 23 年 8月 10 日総務省消防庁資料） 
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【各医療救護班の皆様】岩手県における医療救護班の派遣体制について 

 

 岩手県における被災地への医療救護班の派遣については、現地における受入時の混

乱を避けるため、関係団体により構成する「医療対策班（災害医療支援ネットワーク）」

において調整し、派遣先等を決定することとしています。 

 

 

１ 医療対策班（災害医療支援ネットワーク） 

 【構成機関】岩手医科大学、岩手県医師会、日本赤十字社岩手県支部、国立病院機

構、岩手県医療局、岩手県（保健福祉部医療推進課） 

 【設置場所】岩手県災害対策本部（県庁４階） 

 

２ 医療救護班の派遣手続き 

  医療救護の協力をいただける方 

        ↓電話、ＦＡＸ等 

  医療救護班としての登録 

   【受付窓口】岩手県医療推進課  ＴＥＬ019-629-5416・5415 

                   ＦＡＸ019-626-0837 

         （岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構等で個別に対応して

いるものを除く） 

        ↓ 

  医療対策班（災害医療支援ネットワーク） 

    ① 各被災地域（市町村・病院・保健所等）のニーズを踏まえた派遣調整 

    ② 各医療救護班への連絡 

        ↓ 

  医療救護班が県庁に参集 

   【参集先】岩手県医療推進課（岩手県盛岡市内丸 10-1 県庁９階） 

    ① 派遣地域の指定 

    ② 活動許可証の交付 

    ③ 留意事項等の説明 

        ↓ 

  医療救護班が現地へ出発 

    岩手県医療推進課での説明時に指示のあった参集拠点を訪問し、担当者の指

示に従いながら活動開始。 

 

３ その他 

・ 交付した活動許可証は返却する必要はありません。 

・ ガソリンや宿泊場所等の手配はできかねる状況ですので留意願います。 

 

 

 

 

担当 医療推進課 地域医療推進担当 

ＴＥＬ 019-629-5415・5416 

ＦＡＸ 019-626-0837 

○ 受入調整、管理 
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【各医療救護班の皆様】医療救護班の活動報告について 

医療推進課 地域医療推進担当 

 

本県における医療救護活動へのご協力に感謝申し上げます。 

 各地域における医療救護班の活動状況を把握するため、下記により活動状況の報告を

お願いいたします。 

 

１ 報告時期 

 (1) 当初予定していた活動内容（活動場所、期間等）に変更を生じたとき 

 (2) 活動を終了するとき（引継ぎ等の円滑化のため、活動終了予定の前日に報告を

入れてください。） 

 

２ 報告内容 

 (1)の場合…活動内容変更の具体的な内容（活動場所、期間等） 

 (2)の場合…活動地域の状況・引継ぎにあたっての留意事項（その後に入る救護班に

事前に伝達しておくべき事項等） 

※ その他、活動にあたって調整を要する事項が生じた場合は、随時ご相談願いま

す。 

 

３ 報告先 

  原則として活動地域を管轄する保健所へ電話報告願います。 

活動市町村名 報告先 電話番号 

久慈市、洋野町、野田

村、普代村 

久慈保健所 

（久慈市八日町１－１） 

0194-53-4987 

宮古市、山田町、岩泉

町、田野畑村 

宮古保健所 

（宮古市五月町１－20） 

0193-64-2218 

釜石市、大槌町 釜石保健所 

（釜石市新町６－50） 

0193-25-2702 

大船渡市、陸前高田市 大船渡保健所 

（大船渡市猪川町字前田６－１） 

0192-27-9913 

 

  もし、保健所への連絡がとれない場合には、下記へ電話報告願います。 

    県庁医療推進課地域医療推進担当  ＴＥＬ 019-629-5415・5416 

 

【各保健所担当の皆様へ】 

  お手数ですが、各医療救護班からの報告内容を医療推進課まで報告願います。 

○ 受入調整、管理 







岩手県災害対策本部内「医療対策班」（災害医療支援ネットワーク） 

での対応について 

Ｈ23.3.21 医療推進課 

 

 活動内容は、電話等での相談あるいは本部内外から寄せられる照会等に対応するこ

と、または個々の担当に割り振ることになります。下記一覧では対応できないものも

多いと思いますので、医療推進課職員等と相談しながら対応をお願いします。 

 

Ｎｏ 相談内容 対応方針・連絡先等 

１ 被災地での医療救護活動に参加したい。（都

道府県や病院などチーム単位での申出の場

合） 

医療推進課へ（地域医療推進担当） 

 内線 5416か 5415 

２ 被災地での医療救護活動に参加したい。（個

人としての申出の場合） 

岩手県医師会へ（千葉統括部長） 

 電話 019-651-3399 

３ 被災地域からの患者搬送をお願いしたい。

（県立病院から） 

医療局災害対策本部へ 

 内線 6311 

４ 被災地域からの患者搬送をお願いしたい。

（県立病院以外から） 

相手方から必要事項（「どこからどこへの搬送か

（相手方との調整は済んでいるのか）」「患者の状

況は（人数、症状、歩行可能か）」「いつ、どこに

行けばよいか」「連絡担当」等）を聞いて、災対

本部内の消防担当等と調整 

５ 【各地域の医療救護班から】現在の活動状

況等を報告します。 

状況を聞き取り、内容をボードに書き写す等の手

段で関係者間の情報共有を図る。 

（在籍していれば、医大の高橋先生や秋富先生等

に受けてもらったほうがよいと思います。） 

６ ○○がヘリで花巻空港に搬送されたと聞い

たのですが、その後どこに行ったのですか。 

医療推進課へ（地域医療推進担当） 

 内線 5414か 5415 

７ 医薬品や医療資器材の供給をお願いした

い。 

健康国保課へ（薬務担当） 

 内線 5467 

８ 【企業から】医療資器材を提供できる。 地域福祉課へ（生活福祉担当） 

 内線 5421・5422 

９ 【マスコミから】医療救護班等の活動状況

について教えてください。 

医療推進課へ 

 佐々木担当課長（内線 5416）か野原総括課長

（内線 5475）に対応を依頼。 

 

 

○ 受入調整、管理 
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医療救護班の派遣状況確認用データ（Ｈ23.6.15時点）

職種 氏名 職種 氏名 職種 氏名

1 （長野県） 市立大町総合病院
釜石
（小白浜愛恵会、本郷コ
ミュセン等）

医師１
看護師２
業務調整員２

2

3

4 （長崎県） 長崎市立市民病院 釜石

5 石川県
石川県済生会金沢
病院

陸前高田

3/19

派遣先

3/183/17

医師
看護師
事務

№ 都道府県名
連絡先

（登録票連絡担当）

大阪市
大阪市病院局総合
医療センター

釜石
（栗林小、上栗集会所等）

チーム名

医師
看護師
調整員
ドライバー

医師
看護師
薬剤師
事務
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